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バ
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実
現
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向
け
た
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策
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合
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か
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体
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目
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二
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会
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諸
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実
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条
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ユ
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バ
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定
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に
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っ
て
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バ
ー
サ
ル
社
会
推
進
会
議
（
第
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三

条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
全
て
の
国
民
が
、
障
害
の
有

無
、
年
齢
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
等
し
く
基
本
的
人
権
を

享
有
す
る
か
け
が
え
の
な
い
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
と
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
障
害
者
、
高
齢

者
等
の
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
が
確
保
さ

れ
る
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の

実
現
に
向
け
た
諸
施
策
の
推
進
に
関
し
、
国
等
の
責
務

を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の

実
現
に
向
け
た
諸
施
策
の
実
施
状
況
の
公
表
及
び
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
諸
施
策
の
策
定
等
に

当
た
っ
て
の
留
意
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る

こ
と
に
よ
り
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た

諸
施
策
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
　
障
害
の
有
無
、
年
齢
等
に

か
か
わ
ら
ず
、
国
民
一
人
一
人
が
、
社
会
の
対
等
な

構
成
員
と
し
て
、
そ
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
と
と

も
に
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
活
動
に
参

画
す
る
機
会
の
確
保
を
通
じ
て
そ
の
能
力
を
十
分
に

発
揮
し
、
も
っ
て
国
民
一
人
一
人
が
相
互
に
人
格
と

個
性
を
尊
重
し
つ
つ
支
え
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社

会
を
い
う
。

二
　
障
害
者
、
高
齢
者
等
　
障
害
者
、
高
齢
者
そ
の
他

そ
の
身
体
の
状
態
に
応
じ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生

活
上
配
慮
を
要
す
る
者
を
い
う
。

三
　
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
諸
施
策
　

全
て
の
障
害
者
、
高
齢
者
等
が
、
基
本
的
人
権
を
享

有
す
る
個
人
と
し
て
そ
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ

の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
を
保
障
さ
れ
る
権
利
を

有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
障
害
者
、
高
齢
者

等
の
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
が
確
保
さ

れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の

実
現
に
関
す
る
国
際
的
動
向
を
踏
ま
え
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
行
わ
れ
る
諸

施
策
を
い
う
。

イ
　
障
害
者
、
高
齢
者
等
に
と
っ
て
日
常
生
活
又
は

社
会
生
活
を
営
む
上
で
障
壁
と
な
る
よ
う
な
社
会

に
お
け
る
事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他
一

切
の
も
の
（
ホ
及
び
第
十
条
に
お
い
て
「
社
会
的

障
壁
」
と
い
う
。
）
を
除
去
す
る
こ
と
。

ロ
　
障
害
者
、
高
齢
者
等
が
、
そ
の
個
性
と
能
力
を

十
分
に
発
揮
し
、
政
治
、
経
済
、
教
育
、
文
化
芸

術
、
ス
ポ
ー
ツ
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け

る
活
動
に
参
画
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

ハ
　
障
害
者
、
高
齢
者
等
が
、
安
全
に
か
つ
安
心
し

て
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ニ
　
障
害
者
、
高
齢
者
等
が
、
円
滑
に
必
要
な
情
報

を
取
得
し
、
及
び
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

ホ
　
施
設
、
製
品
等
を
障
害
者
、
高
齢
者
等
に
と
っ

て
利
用
し
や
す
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社

会
的
障
壁
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
。

（
国
の
責
務
）

第
三
条
　
国
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た

諸
施
策
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
責
務
を
有

す
る
。

２
　
国
の
関
係
行
政
機
関
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実

現
に
向
け
た
諸
施
策
の
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
が

促
進
さ
れ
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
四
条
　
地
方
公
共
団
体
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実

現
に
関
し
、
国
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
そ
の
地
域
の

特
性
に
応
じ
た
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た

諸
施
策
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
責
務
を
有

す
る
。

（
事
業
者
及
び
国
民
の
努
力
）

第
五
条
　
事
業
者
及
び
国
民
は
、
職
域
、
学
校
、
地
域
、

家
庭
そ
の
他
の
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
制
上
の
措
置
等
）

第
六
条
　
国
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た

諸
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上

の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
地
方
公
共
団
体
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に

向
け
た
諸
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
財
政
上
の
措

置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。第

二
章
　
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た

諸
施
策
の
実
施
状
況
の
公
表

第
七
条
　
政
府
は
、
毎
年
一
回
、
政
府
が
講
じ
た
ユ
ニ
バ

ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
諸
施
策
の
実
施
状
況
を

取
り
ま
と
め
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た

諸
施
策
の
策
定
等
に
当
た
っ
て
の
留
意
等

（
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
諸
施
策
の
策

定
等
に
当
た
っ
て
の
留
意
）

第
八
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社

会
の
実
現
に
向
け
た
諸
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た

っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
障
害
者
そ
の
他
そ
の
身
体
の
状
態
に
応
じ
て
日
常

生
活
又
は
社
会
生
活
上
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
が
そ

の
年
齢
及
び
能
力
に
応
じ
、
か
つ
、
そ
の
特
性
を
踏

ま
え
た
十
分
な
教
育
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た

め
の
教
育
の
内
容
及
び
方
法
の
改
善
及
び
充
実
を
図

る
こ
と
。

二
　
障
害
者
、
高
齢
者
等
の
多
様
な
就
業
の
機
会
を
確

保
す
る
こ
と
。

三
　
障
害
者
、
高
齢
者
等
の
自
立
及
び
社
会
に
お
け
る

活
動
へ
の
参
画
を
支
援
す
る
た
め
に
、
ま
ち
づ
く
り

そ
の
他
の
観
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
移
動
上
又

は
施
設
の
利
用
上
の
利
便
性
及
び
安
全
性
を
確
保
す

る
こ
と
。

四
　
障
害
者
、
高
齢
者
等
の
言
語
（
手
話
を
含
む
。
）

そ
の
他
の
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
並
び
に
情
報
の

取
得
及
び
利
用
の
た
め
の
手
段
を
確
保
す
る
こ
と
。

五
　
障
害
者
、
高
齢
者
等
が
安
全
に
か
つ
安
心
し
て
生

活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要

な
防
災
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
　
法
律
又
は
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ

る
選
挙
、
国
民
審
査
又
は
投
票
に
関
し
、
障
害
者
、

高
齢
者
等
が
円
滑
に
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
。

（
障
害
者
、
高
齢
者
等
の
意
見
の
反
映
）

第
九
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社

会
の
実
現
に
向
け
た
諸
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
者
、
高
齢
者
等
の
意
見
を
反

映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
関
す
る
教
育
及
び
学

習
の
振
興
等
）

第
十
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社

会
の
実
現
を
図
る
た
め
に
は
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得

る
こ
と
が
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
、
社
会
的
障
壁
に
関
す
る
体
験
学
習
等
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
社
会
の
実
現
に
関
す
る
教
育
及
び
学
習
の
振
興
並

び
に
広
報
活
動
の
充
実
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

（
障
害
者
、
高
齢
者
等
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い
施
設

及
び
製
品
の
普
及
等
）

第
十
一
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
障
害
者
、
高
齢
者
等
に
と
っ

て
利
用
し
や
す
い
施
設
及
び
製
品
の
普
及
並
び
に
そ
の

た
め
の
調
査
研
究
、
技
術
開
発
等
の
推
進
及
び
そ
の
成

果
の
普
及
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
連
携
協
力
体
制
の
整
備
）

第
十
二
条
　
国
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け

た
諸
施
策
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
、

国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
、
国
民
等
の
相
互
間
の

緊
密
な
連
携
協
力
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。第

四
章
　
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
推
進
会
議

第
十
三
条
　
政
府
は
、
内
閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
文

部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通

省
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
相
互
の
調
整
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
諸
施

策
の
総
合
的
か
つ
一
体
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
社
会
推
進
会
議
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

２
　
国
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合

に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

1


